
 

    

 

 

 

 

   

 

 

みなさん、こんにちは。 

子どもの進路を検討する際に、教育資金に対して不安を抱えている人が多

いのではないでしょうか。 

今回は、①国公私立問わず、高等学校等に通う所得制限を満たす世帯の 

生徒に対して、授業料に充てる高等学校等就学支援金と、②授業料以外の

教育費負担を軽減するため高校生等がいる非課税世帯を対象にした高校生等奨学給付金について紹介

します。  

①高等学校等就学支援金：国の授業料支援の対象 

高等学校、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(１～３年生)、専修学校（高等課程）に通う、年収約

910 万円未満の世帯が対象になります。申込は直接学校へ行います。※手続きが必要な時期に学校から

案内があります。高等学校等就学支援金は、学校設置者(都道府県、学校法人等)が生徒本人に代わって

受け取り、授業料に充てます。 

※生徒や保護者が直接受け取る 

ものではありません。 

《支給額について》 

 公立学校に通う生徒 

公立高校の授業料相当額(年額１１万 8,800 円)※国公立高校は授業料負担が実質０円になります。 

 私立学校に通う生徒 

所得に応じて支給額が変わります。(裏図 A 参照) 

※裏図 A の「年収目安」は、両親・高校生・中学生の 4 人家族。両親の一方が働いている場合の目

安です。さらに・・・⾧崎県では⾧崎県内の私立全日制高校に在学の場合、一部の世帯に対して県

独自の授業料補助を行っています。 ※生活保護世帯：年額 63,600 円の補助があります。 
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②高校生等奨学給付金：教科書費・教材費など授業料以外の教育費支援の対象  

高等学校等就学支援金の対象校と高校の専攻科（特別支援学校は「特別支援教育就学奨励費」の支援あ

り）で、生活保護世帯、年収約 270 万円未満(住民税所得割非課税)の世帯が対象になります。 

高校生等奨学給付金は、高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減す

るため、高校生等がいる低所得者世帯対象に支援を行う制度です。 

【授業料以外の教育費】   

教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、PTA 会費、 

教科外活動費、生徒会費、PTA 会費、入学学用品費、 

修学旅行費、通信費等 

【高校の入学準備かかる費用】 

制服（７～１０万円）、通学カバン(学校指定が多数)、通学靴（学校指定が多数）、補助バッグ(リュック)、 

教科書(3～６万円)、電子辞書、通学用の定期券 

学校指定：体操服(上下)、ジャージ(上下)、上履き、運動靴、体育館シューズ等 

選択科目に必要なもの：弁当箱、水筒 etc・・・ 

《県立高校》受験料：2,200 円（定時制：950 円）、入学手数料：5,550 円（定時制：2,200 円） 

《私立高校》受験料：受験区分によるが概ね１～2 万円、入学金：学校により異なるが０~１５万円  

※新入生は、4～6 月に一部早期支給の申請ができます。※都道府県により実施状況が異なります。 

✍申込みは 

学校または 

お住いの都道府県へ 
【文部科学省】 

 就学支援金制度：https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm 

奨学給付金： https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344089.htm 

【⾧崎県 HP】県立高等学校：      

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kanko-kyoiku-bunka/gakkokyoiku/kenritugakkoujugyouryou/

jugyouryou/ 

私立高等学校：

https://www.pref.nagasaki.jp/object/tetsuduki-shinsei/tetsuduki-shinseikankei/673825.html 

 

 

 

 

 

図 A 
 

長崎県ひとり親家庭等自立促進センター（YELL ながさき） 

〒852-8104 長崎市茂里町３番２４号 長崎県総合福祉センター 県棟２階 

TEL 095-801-4445 FAX 095-801-4446 ホームページ https://www.yell-nagasaki.jp 


